
上越市私立高等学校学費助成要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、私立高等学校の学費を助成することにより、修学に係る経済的負担の

軽減を図るため、私立高等学校に在学している生徒の保護者に対し、予算の範囲内で支給

する助成金の支給に関し、上越市補助金交付規則（昭和４６年上越市規則第５６号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 保護者 私立高等学校に在学している生徒の学費を負担している人で、市内に住所若

しくは居所を有し、又は勤務等により一時的に市外に住所若しくは居所を有するものを

いう。 

⑵ 施設整備費等 保護者が私立高等学校に対して支払う学費のうち、入学金及び授業料

を除いたものをいう。 

⑶ 算定基準額 新潟県私立高等学校等学費軽減事業補助金交付要綱（平成６年５月３０

日実施）第２条第９項に規定する算定基準額を当該保護者が学費を負担している私立高

等学校に在学する生徒の数で除して得た額をいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の支給の対象となる人（以下「対象者」という。）は、別表に掲げる助成区

分（以下「助成区分」という。）の区分に応じ、同表要件の欄に定める要件に該当する保

護者とする。 

（助成金の額等） 

第４条 生徒１人当たりの助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

⑴ 入学助成金 次に掲げる区分に応じ、次に定める額  

ア 新潟県が行う当該入学金に対する助成の対象となる人 

（ア） 助成区分の第１種助成の要件⑴に該当する人 対象者が支払った入学金から新潟

県が当該入学金に対し助成する額を控除した額（以下「控除後の額」という。）か

ら５，６５０円を減じて得た額又は２０，６５０円のいずれか低い額 

（イ） 助成区分の第１種助成の要件⑵に該当する人 控除後の額又は２６，３００円の

いずれか低い額 

（ウ） 助成区分の第１種助成の要件⑶に該当する人 控除後の額から２，８２５円を減



じて得た額又は２３，４７５円のいずれか低い額 

イ 新潟県が行う当該入学金に対する助成の対象とならない人 

（ア） 助成区分の第１種助成の要件⑴に該当する人 対象者が支払った入学金から    

５，６５０円を減じて得た額又は９４，３５０円のいずれか低い額 

（イ） 助成区分の第１種助成の要件⑵に該当する人 対象者が支払った入学金の額又は

１００，０００円のいずれか低い額 

（ウ） 助成区分の第１種助成の要件⑶に該当する人 対象者が支払った入学金から    

２，８２５円を減じて得た額又は９７，１７５円のいずれか低い額 

⑵ 施設整備費等助成金 次に掲げる区分に応じ、次に定める額 

ア 助成区分の第１種助成の各要件に該当する人で、新潟県が行う当該施設整備費に対

する助成の対象とならないもの 対象者が支払った施設整備費等の額又は     

２３，８００円のいずれか低い額 

イ 助成区分の第２種助成、第３種助成及び第４種助成に該当する人 対象者が支払っ

た施設整備費等の額又は２３，８００円のいずれか低い額 

ウ 助成区分の第５種助成に該当する人 対象者が支払った施設整備費等の額又は  

１８，０００円のいずれか低い額 

２ 助成金の支給は、一の年度につき１回とする。ただし、前項第１号の入学助成金の支給

は、入学の年度に限る。 

（支給申請） 

第５条 助成金の支給を受けようとする対象者は、市長が指定する期限までに、私立高等学

校学費助成金支給申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる私立高等学校の区分に応じ、

当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 市内の私立高等学校 私立高等学校学費助成金の支給の申請について（副申）（第２

号様式） 

⑵ 市外の私立高等学校 学生証の写し又は私立高等学校に在学していることを証明する

書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 市内の私立高等学校に在学する生徒に係る前項の規定による申請書の提出は、その生徒

が在学する私立高等学校を経由し、市長に提出することにより行うものとする。 

（支給決定） 

第６条 市長は、前条第１項の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金の支給 

 
 



決定 
の可否を決定したときは、私立高等学校学費助成金支給  通知書（第３号様式）により 

却下 

通知するものとする。 

（異動の届出） 

第７条 支給の決定を受けた対象者（以下「支給決定者」という。）は、当該支給の決定が

あった年度中に、支給の決定に係る生徒に退学、転学その他の異動があった場合又は市外

に転出した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。 

（実績報告の特例） 

第８条 規則第８条第１項の規定による実績報告は、第５条第１項の規定による申請書を市

長に提出することにより行うものとする。 

 （確定通知の特例） 

第９条 規則第９条の規定による確定通知は、第６条の規定による通知書の交付により行う

ものとする。 

 （支給決定の取消し等） 

第１０条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の

支給決定を取り消し、助成金の支給を停止し、又は支給した助成金の全部若しくは一部を

返還させることができる。 

 ⑴ 第３条に規定する要件に該当しなくなったとき。 

 ⑵ その他市長が不適当であると認めるとき。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、昭和５６年４月１日から実施する。 

（特例措置） 

２ 平成１８年度分の助成金の支給に係る別表の適用については、同表第３種助成の項中

「４万１，０００円」とあるのは「４万８，０００円」とする。 

附 則 

この要綱は、平成６年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成７年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成９年４月１日から実施する。 



附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年６月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年９月１２日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年９月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年９月１日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２３年９月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条の規定は、この要綱の実施の日以後に申請のある助成金の支給について

適用し、同日前に申請のあった助成金の支給については、なお従前の例による。 

３ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式及び第２号様

式は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式及び第２号様式に相当

する様式として使用することができる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２４年９月２４日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１月２８日から実施する。 



附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２７年９月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条及び別表の規定は、この要綱の実施の日（以下「実施日」という。）以

後に申請のある平成２６年４月以後に私立高等学校に入学した生徒の助成金の支給につい

て適用し、実施日前に申請のあった助成金及び実施日以後に申請のある同月前に私立高等

学校に入学した生徒の助成金の支給については、なお従前の例による。 

３ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２８年１０月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第４条の規定は、この要綱の実施の日以後に申請のある平成２６年４月以後に

私立高等学校に入学した生徒の助成金の支給について適用し、同日前に申請のあった助成

金及び同日以後に申請のある同月前に私立高等学校に入学した生徒の助成金の支給につい

ては、なお従前の例による。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２９年９月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成３０年９月１８日から実施する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条及び別表の規定は、この要綱の実施の日以後に申請のある助成金の支給

について適用し、同日前に申請のあった助成金の支給については、なお従前の例による。 



３ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和元年９月１９日から実施する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条の規定は、この要綱の実施の日以後に申請のある平成３１年４月以後に

私立高等学校に入学した生徒に係る助成金の支給について適用し、同日前に申請のあった

助成金及び同日以後に申請のある同月前に私立高等学校に入学した生徒に係る助成金の支

給については、なお従前の例による。 

３ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条の規定は、この要綱の実施の日以後に申請のある平成３１年４月以後に

私立高等学校に入学した生徒に係る助成金の支給について適用し、同日前に申請のあった

助成金及び同日以後に申請のある同月前に私立高等学校に入学した生徒に係る助成金の支

給については、なお従前の例による。 

３ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

附 則 

この要綱は、令和３年６月１５日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和３年１０月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条及び別表の規定は、この要綱の実施の日以後に申請のある助成金の支給



について適用し、同日前に申請のあった助成金の支給については、なお従前の例による。 

３ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和４年９月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第４条の規定は、この要綱の実施の日以後に申請のある助成金の支給について

適用し、同日前に申請のあった助成金の支給については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１０月１日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和５年９月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ 改正後の上越市私立高等学校学費助成要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に申請の

ある助成金の支給について適用し、同日前に申請のあった助成金の支給については、なお

従前の例による。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和６年１０月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ 改正後の上越市私立高等学校学費助成要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に申請の

ある助成金の支給について適用し、同日前に申請のあった助成金の支給については、なお

従前の例による。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和７年９月２５日から実施する。 

（経過措置） 

２ 改正後の上越市私立高等学校学費助成要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に申請の

ある助成金の支給について適用し、同日前に申請のあった助成金の支給については、なお



従前の例による。 

３ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

 

別表（第３条関係） 

助成区分 要 件 

第１種助成 

次のいずれかに該当する人であること。 

⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による被保護世

帯（保護の停止世帯を含む。）に属する人 

⑵ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税

が非課税の世帯に属する人 

⑶ 市町村民税の所得割が非課税の世帯に属する人 

第２種助成 算定基準額が５１，３００円未満であること。 

第３種助成 算定基準額が５１，３００円以上８８，９９９円未満であること。 

第４種助成 
算定基準額が８８，９９９円以上１５４，５００円未満であるこ

と。 

第５種助成 
算定基準額が１５４，５００円以上３０４，２００円未満であるこ

と。 


